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町田市職員の給与の状況についてお知らせします。
詳細については町田市ホームページでご覧いただけます。

市職員給与の状況市職員給与の状況

※東京都及び国の給与等については東京都から通知のあった数値です｡

給
　
与

毎月決まっ 
て支給され 
るもの 

勤務した実績 
に応じて支給 
されるもの 

臨時に支給 
されるもの 

1万5000円を限度に支給住居手当 

管理職手当など その他 

著しく危険、不快、不健康など特殊な業務に従事した場合
に支給特殊勤務手当 

時間外勤務手当など その他 

賞与に相当する手当 期末・勤勉手当 

退職のとき支給される一時金 退職手当 

交通機関利用者→運賃相当額
交通用具使用者→通勤距離に応じて支給通勤手当 

給料表に定める額 給　料

配偶者1万3500円、その他の親族8500円 扶養手当 

地域手当 民間における賃金や物価等に関する事情を考慮して支給
される手当で、給料、扶養手当、管理職手当の合計額の15％ 

給与の種類とその内容

〈５〉初任給の状況
（２０１３年４月１日現在)
国東京都町田市区　分

総合職  １７万２５５７円（１８万１２００円）
一般職  １６万３９８７円（１７万２２００円）１８万１２００円１８万１２００円大学卒

１３万３４１８円（１４万１００円）１４万２７００円１４万２７００円高校卒

（注）①この初任給のほか、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当などが支給されます。
　　②国欄の（　）内は、給与改定特例法による措置がないとした場合の値（減額前）です。

〈４〉職員給与費の状況（２０１３年度普通会計予算）
0 億円16014012010080604020

(計155億8841万円)
給料

87億7263万円
期末・勤勉手当
35億1231万円

その他の手当
33億347万円

（注）①給与費は、人件費から議員報酬、社会保険料の事業主負担分である共済費、退職手当などを除いたも
のです。

　　②「その他の手当」のうち主なものは、扶養手当２億２３８５万円、地域手当１３億８０８３万円、時間外勤務手
当１１億８３５８万円などです。

　　※算出方法には再任用職員分を含みます。

〈３〉人件費の状況（２０１２年度普通会計決算）
（参考）２０１１年
度の人件費率

人件費率
（B／A）人件費（B）実質収支歳出総額（A）住民基本台帳

人口

１５.４％１６.２％２１８億１７９３万円４１億７２３０万円１３４９億５１７７万円４２万６２０５人
（２０１３年３月３１日現在）
（注）①人件費とは、一般職員に支給される給与と市長や議員など特別職の給料・報酬・手当などの経費の合

計です。
　　②普通会計とは、一般会計と特別会計を基に全国統一基準で再構成した会計です。

〈２〉一般行政職の級別職員数の状況

（注）
①町田市職員の初任給・昇格及び昇給等の基準に
関する規則に基づく給料表の級区分による職員
数です。なお、東京都から町田市保健所への派
遣職員（２人）は給与制度が異なるため、人数
に含みません。
②標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当す
る代表的な職名です。

級別職員の割合

係員
1級
26.9%

主任
2級
34.3%

係長・担当係長
3級
24.5%

統括係長
4級
1.7%

部長・次長
6級　3.2%

課長・担当課長
5級　9.4%

（２０１３年４月１日現在）

計
１級２級３級４級５級６級区　分

係員主任係長・
担当係長統括係長課長・

担当課長部長・次長標準的な職務

１５１７人４０８人５２０人３７２人２６人１４２人４９人職員数

一般行政職
1519人
52.8％

企業職
619人
21.5％

教育公務員
4人 0.2％

特定任期付職員
2人 0.1％

技能労務職
283人
9.8％

税務職
165人 5.7％福祉職

163人 5.7％

医療職
121人
4.2％

〈１〉職員の構成
（２０１３年４月１日現在）

（注）
①一般行政職…以下の②から⑧以外の職員（事務、技
術等）
②税務職…財務部の市税担当職員及びいきいき健康部
保険年金課の保険税担当職員
③福祉職…保育園等の保育士及び児童厚生員
④医療職…市民病院以外に勤務する看護師、薬剤師等
⑤企業職…地方公営企業法を全部適用する公営企業の
職員（町田市では、市民病院に勤務する職員）
⑥技能労務職…自動車運転手、用務員、作業員、給食
調理員等
⑦特定任期付職員…高度の専門的知識・経験を有する
任期付職員（町田市では情報システム担当部長及び
法務担当課長）
⑧教育公務員…教育委員会に勤務する指導主事

職員数　２８７６人 ※職員数には、再任用短時間勤務職員（２０１人）を含みません。

〈６〉平均給料月額の状況
（２０１３年４月１日現在)

35万2165円

30万2576円

32万6495円

32万9002円

20万円

技能労務職

一般行政職
(40.8歳)

(41.9歳)

(49.4歳)

(47.4歳)

※( ) 内は平均年齢

40万円 35万円 30万円 25万円 

町田市

東京都

〈１０〉退職手当の状況

国東京都町田市
区　分

勧奨・定年自己都合勧奨・定年自己都合勧奨・定年自己都合

２５.５５６２５月分
（２８.７８７５月分）

２０.４４５月分
（２３.０３月分）

２３.５月分
（２８.５月分）

２３.５月分
（２３.７５月分）

２３.５月分
（２８.５月分）

２３.５月分
（２３.７５月分）勤続２０年

３４.５８２５月分
（３８.９５５月分）

２９.１４５月分
（３２.８３月分）

３１.５月分
（３７.５月分）

３１.５月分
（３１.８３月分）

３１.５月分
（３７.５月分）

３１.５月分
（３１.８３月分）勤続２５年

４９.５９月分
（５５.８６月分）

４１.３２５月分
（４６.５５月分）

４５.０月分
（５２.０月分）

４５.０月分
（４６.５８月分）

４５.０月分
（５２.０月分）

４５.０月分
（４６.５８月分）勤続３５年

４９.５９月分
（５５.８６月分）

４９.５９月分
（５５.８６月分）

４５.０月分
（５２.０月分）

４５.０月分
（４６.６６月分）

４５.０月分
（５２.０月分）

４５.０月分
（４６.６６月分）最高限度

定年前早期退職特例措置
〔２％～２０％加算〕

定年前早期退職特例措置
〔２％～２０％加算〕

定年前早期退職特例措置
〔２％～２０％加算〕加算措置

（注）（　）内は、経過措置期間中（２０１３年４月１日時点）の支給率です。

〈９〉期末・勤勉手当の状況
（２０１２年度支給割合）

国東京都町田市
区　分

勤勉手当期末手当勤勉手当期末手当勤勉手当期末手当
０.６７５月分
（０.３２５月分）

１.２２５月分
（０.６５月分）

０.６７５月分
（０.３２５月分）

１.２２５月分
（０.６５月分）

０.６０月分
（０.３０月分）

１.１５月分
（０.５５月分）２０１２年６月期

０.６７５月分
（０.３２５月分）

１.３７５月分
（０.８０月分）

０.６７５月分
（０.３２５月分）

１.３７５月分
（０.８０月分）

０.６０月分
（０.３５月分）

１.３０月分
（０.６５月分）２０１２年１２月期

−
−

−
−

−
−

−
−

−
−

０.２６月分
（０.２１６月分）２０１３年３月期

１.３５月分
（０.６５月分）

２.６０月分
（１.４５月分）

１.３５月分
（０.６５月分）

２.６０月分
（１.４５月分）

１.２０月分
（０.６５月分）

２.７１月分
（１.４１６月分）計

有有有職務段階による
加算

（注）①一般職員の例です｡
　　②（　）内は、再任用職員に係る支給割合です｡

〈７〉経験年数別・学歴別平均給料月額の状況
（２０１３年４月１日現在)

経験年数
区　分

２０年１５年１０年

３６万６０５６円３１万７２０４円２７万４６２２円大学卒
一般行政職

３３万３７００円−−高校卒

２９万２１２０円−−全学歴技能労務職

（注)経験年数：学校卒業後ただちに市職員に採用された者は､その在職年数をいい､その他の職員について
は、それぞれ職歴等の年数を一定の基準により在職年数として換算し、市職員に採用後の在職年数を加
算したものです｡

〈８〉昇給への勤務成績の反映状況

２０１３年２０１２年区　分

２８７６人２８２２人職員数

　５５３人　５３３人普通昇給（４号給）等以外に
１号給以上の昇給をした職員数

（注)職員数は各年４月１日現在です｡

〈１１〉特別職の報酬等の状況

議長、副議長、議員市長、副市長区　分

（報酬）
議長 ６４万円
副議長 ５８万円
議員 ５５万円

（給料）
市長 １０６万円
副市長 ９０万円

報酬等の月額
（２０１３年４月１日現在）

２０１２年６月期 ２.２０月分
２０１２年１２月期 ２.５０月分
２０１３年３月期 ０.５０月分
支給割合合計 ５.２０月分

２０１２年６月期 １.７５月分
２０１２年１２月期 １.９０月分
２０１３年３月期 ０.３０月分
支給割合合計 ３.９５月分

期末手当
（２０１２年度支給割合）

※市長、副市長については条例の定めにより退職手当が支給されます。




